
せせらぎのように美しく、一人ひとりが輝くまち
～住む人が誇りに思う町をめざして～

せせらぎのように美しく、一人ひとりが輝くまち
～住む人が誇りに思う町をめざして～ 2025

12
2025

12
2025

12
2025

12

町政70周年記念イベント「こうら超まつり」花火町政70周年記念イベント「こうら超まつり」花火

こうらこうらこうらこうら

５祝　第107回全国高等学校野球
選手権大会　出場！

祝　JOCジュニアオリンピックカップ
2025年全日本卓球選手権大会
（カデットの部） 出場！

祝　第79回国民スポーツ大会　弓道競技　出場！

交通安全と地域の発展に願いを込めて～甲良町輪業部～

雨の中でも地域のために
～甲良町指定給水装置工事事業者協同組合～

2 祝　第107回全国高等学校野球
選手権大会　出場！

祝　JOCジュニアオリンピックカップ
2025年全日本卓球選手権大会
（カデットの部） 出場！

祝　第79回国民スポーツ大会　弓道競技　出場！

交通安全と地域の発展に願いを込めて～甲良町輪業部～

雨の中でも地域のために
～甲良町指定給水装置工事事業者協同組合～

３

４2

３



【問合先】　教育委員会　☎38−3315

【問合先】　教育委員会　☎38−3315

　米田さん・濱野さんは、綾羽高等学校野球

部のメンバーとして「第107回全国高等学校

野球選手権滋賀大会」で日頃の練習の成果を

発揮し見事、優勝をされ、８月に阪神甲子園

球場で開催された「第107回全国高等学校

野球選手権大会」に出場されました。

　甲子園でも熱戦を繰り広げられました。

　大会後に教育長を訪問され、教育長から

今後の活躍を祈念して激励の言葉が贈られま

した。

　米田さん・濱野さんの今後のご活躍をお祈

り申し上げます。

　若林さんは、全日本卓球選手権大会の滋賀

県予選で日頃の練習の成果を発揮し見事２位

の好成績を収められ、11月に広島県で開催さ

れた「2025年全日本卓球選手権大会（カデ

ットの部）」に出場されました。

　大会前に教育長から活躍を祈念して激励の

言葉が贈られました。

　全国大会でも熱戦を繰り広げられました。

　若林さんの今後のご活躍をお祈り申し上げ

ます。

米田　良生有・濱野　廉さん
ら　い　り　　　　　　　　れん

若林　陽樹さん
はる　き

祝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出場︕JOCジュニアオリンピックカップ
2025年全日本卓球選手権大会（カデットの部）

祝　第107回全国高等学校野球選手権大会　出場︕
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【問合先】　教育委員会　☎38−3315

【問合先】　甲良町商工会　☎38-3530

　第79回国民スポーツ大会　弓道競技に滋賀

県代表として松宮　麗桜花さんが出場されま

した。

　大会後に、教育長から労いと今後の更なる

活躍を祈念して激励の言葉が贈られました。

　全国大会出場、誠におめでとうございます。

　大会は、9月28日（日）から10月１日（水）

まで「プロシードアリーナHIKONE」で行わ

れ、選手たちの想いを乗せた激闘が繰り広げ

られました。

　松宮　麗桜花さんの更なるご活躍をお祈り

申し上げます。

　甲良町輪業部（部長：村西純一氏）は秋の全国交通安全運動

にあわせて９月22日（月）に役場前交差点にて啓発活動を、

９月27日（土）には町公用車一斉無料点検を実施されました。

　この活動は甲良町で営業する自動車整備・販売業者の団体で

ある甲良町輪業部が、毎日のように町内を巡回する公用車を

一斉に点検整備することで町民の皆様の安全を確保し、町内

事業や公務の充実化を図っていただく事を目的に実施された

地域貢献のためのボランティア活動です。

　地域に根付いた甲良町輪業部の皆さんは、町や地元のお客さん

に寄り添い、一貫した自動車整備を行っておられます。自動車

は最も頻繁に利用する交通手段であり、高価な財産でもありま

す。身近で大切な自動車こそ、近くで信頼して任せられる地元

業者さんにお願いしたいですね。

彦根翔西館高等学校　３年生　松宮　麗桜花さん
れ　お　な

交通安全と地域の発展に願いを込めて
～甲良町輪業部～

祝　第79回国民スポーツ大会　弓道競技　出場︕
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【問合先】　甲良町商工会　☎38-3530

【問合先】　甲良町商工会　☎38-3530

　10月４日（土）、甲良町指定給水装置工事事業者協同

組合（代表理事：山崎好成氏）によるボランティア活動

が、尼子駅コミュニティハウス周辺で行われました。

　当日はあいにくの雨模様となりましたが、秋の観光

イベントに間に合わせようと、６事業者から8名が参加。

草刈り機や熊手を使って除草や集積作業を丁寧に進め、

駅周辺の環境美化に大きく貢献されました。

　同組合は、町民の皆さんに「水道組合」として親しま

れ、地域のライフラインを支える専門業者が集まる団体

です。規模は小さいながらも、力を合わせて地域のため

に尽くす姿勢が光ります。

　今後も、甲良町の安心で快適な暮らしを支える皆さん

のご活躍が期待されます。

　甲良町商工会建設事業部（部長：寺本信吾氏）は、

去る７月12日（土）に「近江鉄道尼子駅（古河AS本社

前）」にて、駅コミュニティハウス周辺の除草作業を実施

されました。18名の有志によるこの駅環境整備活動は

今年で３年連続となり、甲良町の玄関口を気持ちよく

利用していただける環境づくりに継続して取り組まれて

います。

　さらに10月18日（土）には、「三川分水公園」におい

てもボランティア活動を実施。14名の有志が、雑草に

覆われていた公園施設の除草作業を行い、秋の観光シー

ズンに向けて快適に利用できるよう整備されました。

　これらの活動は、地域の社会基盤を支える地元建設業

者の親方さんたちが、技術力と資機材を地域に還元する

形で、毎年無償で行っている地域貢献事業です。公共

インフラの整備に加え、災害時の応急復旧や冬季の除雪

など、地域社会において建設業の果たす役割は非常に大きく、欠かすことのできない存在です。

　甲良町商工会建設事業部の皆さんによる今後のさらなるご活躍が期待されます。

雨の中でも地域のために
～甲良町指定給水装置工事事業者協同組合～

地元建設業者が支える、甲良の地域づくり
～甲良町商工会建設事業部～
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【問合先】　住民人権課　☎38-5063

【問合先】　彦根保健所　☎0749-21-0283

【問合先】　彦根年金事務所　☎23-1112

住民人権課　　　☎38-5063

　国民年金保険料の免除申請をされた方のうち、一部免除（１／４免除・半額免除・３／４免除）

の場合、減額後の保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず

減額後の保険料を納付してください。納め忘れがあると「万が一」のことがあっても、障害基礎

年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、ご注意ください。

納付書がお手元にない方は、お近くの年金事務所までご連絡ください。

マイナンバーカードの手続きには電話での事前予約が必要です。

・マイナンバーカード交付（住民人権課から交付通知書が届いた方）

・暗証番号の更新手続き（地方公共団体情報システム機構から電子証明書の有効期限通知書が届いた方）

予  約  日  時：開庁日（平日）9：00～16：30（予約時間30分ごと）の間でご予約ください。

予約電話番号：0749-38-5063　担当課：住民人権課

予約受付時間：8：30～17：15（開庁日のみ）

※先着順となりますので、お早めにご予約をお願いします。

※受付締切は、前日までになります。

　エイズとは、HIVというウイルスに感染して免疫力が低下し、様々な病気を発症した状態をいい

ます。HIVは感染しても自覚症状がなく、感染に気づかず他人にHIVを感染させてしまう可能性が

あります。HIVは感染の早期発見が重要です。少しでも気になる方は、検査を受けましょう。

一部免除

３／４免除

半額免除

１／４免除

納めるべき保険料額（令和７年度）

（１／４納付）　　　月額　　　４,３８０円

（半額納付）　　　　月額　　　８,７６０円

（３／４納付）　　　月額　　１３,１３０円

《検査（匿名・無料・要予約）》

日　　時：毎月第１・３火曜日

　　　　　14：00～15：20　　　　

　　　　　12月16日（火）は拡大検査を実施

　　　　　9：20～14：30

場　　所：彦根保健所（彦根市和田町41）

検査項目：HIV、梅毒、B型肝炎、C型肝炎

連　絡　先：0749-21-0283

マイナンバーカード手続きの事前予約制のご案内

12月１日は「世界エイズデー」です。

国民年金保険料一部免除の承認を受けられた方へ︕
保険料の納付が必要です。
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【問合先】　保健福祉課　☎38-5151

【問合先】　彦愛犬権利擁護サポートセンター　☎0749-22-2855

「障害者週間」とは

　我が国では、障害者基本法に基づき、毎年12月３日から12月９日までの１週間を「障害者

週間」と定めています。

　障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するために設けられ

た期間です。

　この期間を中心に、国及び地方公共団体、関係団体等において、

様々な意識啓発に係る活動や取組が展開されています。「障害者週間」

における関連行事については、内閣府において取りまとめ公表され

ています。誰もが互いに尊重し支え合う「共生社会」の実現に

向け、一人ひとりの障害への理解を深めましょう。

　彦愛犬権利擁護サポートセンターは、認知症や知的障がい、精神

障がいなどで暮らしに関するいろいろなことを自分で決められなく

なった場合でも、その人らしく住み慣れた地域で暮らし続けられる

よう、「成年後見制度」などの制度を活用し、権利を守り、よりよく

生きるお手伝いをさせていただくところです。

　場所は彦根市福祉センター別館１階（彦根市平田町670）にあり

ます。

　また、「成年後見制度のことを詳しく聞きたい」「権利擁護ってどういうこと？」など皆さんの

関心事に出前講座というかたちで講話もできます。

　ご要望がありましたらいつでも気軽にご連絡ください。

○彦愛犬権利擁護サポートセンター（受託者：社会福祉法人彦根市社会福祉協議会）

　TEL：0749-22-2855

　HP　http://www.hikone-shakyo.or.jp

12月３日から12月９日は「障害者週間」です

“よりよく生きる”おてつだい
彦愛犬権利擁護サポートセンター
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【問合先】　大津地方法務局人権擁護課　☎077-522-4673

彦根支局　　　　　　　　　☎0749-22-0291

　12月４日（木）から10日（水）までの１週間は、「第77回人権週間」です。

　人権週間は、家庭で、職場で、学校で、家族と、友達と、みんなと、人権を考える１週間です。

性差別、障害者差別、外国人差別、部落差別など、あらゆる差別や偏見をなくし、みんなが明るく

暮らせる社会を作りたいものです。そのためには、私たち一人ひとりが、人権について正しく理解

し、周りの人の人権を尊重する意識を持つことがとても大切です。

　今一度、身近なことから人権を考えてみませんか。

　人権のことについて相談のある方は、人権擁護委員・法務局・市町役場まで、お問い合わせくだ

さい。

　いじめや体罰、児童虐待などの子どもの人権や、配偶者・パートナーからの暴力などの女性の

人権を始め、あらゆる差別問題や家庭内、職場内、隣近所での問題などについての相談を受けてい

ます。

　なお、法務局では、大津地方法務局人権擁護課、甲賀・彦根・長浜の各支局で相談を受けていま

すので、気軽にご利用ください。（相談無料・秘密厳守）

「第７7回人権週間」について

全国共通人権相談ダイヤル　TEL　0570-003-110

子 ど も の 人 権 １ １ ０ 番　TEL　0120-007-110

外国語人権相談ダイヤル　TEL　0570-090-911

（人権相談の具体例）

・離婚や扶養、相続など、家庭内での問題が起こった。

・外国人という理由でアパート等の入居を拒否された。

・いじめや体罰を受けた。

・公務員による乱暴や不当な扱いを受けた。

・部落差別を受けた。

・子ども、高齢者が虐待を受けている。

・セクシュアル・ハラスメントを受けている。

・変なうわさを立てられ、名誉や信用を失った。

・インターネット上で、誹謗・中傷されている。
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【問合先】　保健福祉課　保健係　☎38−3314

【問合先】　地域包括支援センター　☎38−5161

保健福祉課　　　　　　☎38-5151

高齢者・障害者虐待とはどんなこと

○身体的虐待

　身体に傷を負わせる、または傷を負う恐れのある暴力を加えること

○経済的虐待

　金銭を渡さない、年金や財産を本人の意に反して使うなど

○心理的虐待

　怒鳴る、無視する、恥をかかせるなど精神的に傷をつけること

○性的虐待

　意に反した性行為を行う、裸のまま放置するなど

○介護・世話の放棄・放任

　食事や排せつなどの世話をしない、介護・障害サービスを利用させないなど

虐待を防ぐために地域でできること

　高齢者や障害者を介護している家族が孤立しないように地域全体で見守り、お互いに助け合う

関係作りができていれば、誰もが安心して暮らせます。まずは、声かけや見守りなどできること

から始めていきましょう。

高齢者虐待に関する相談・お問い合わせは　甲良町地域包括支援センター　☎0749-38-5161

障害者虐待に関する相談・お問い合わせは　甲良町保健福祉課　　　　　　☎0749-38-5151

　年末年始（令和７年12月30日（火）～令和８年１月３日（土））における救急歯科診療を行う

診療所が彦根歯科医師会において決定されましたので、お知らせします。診療時間は、各日とも

午前９時から午後３時30分までとなります。

藤本歯科医院

太陽歯科医院

エムデンタルオフィス

やまだファミリー歯科

ふみむらデンタルクリニック

0749-48-1871

0749-24-8241

0749-21-5212

0749-20-4393

0749-28-1182

犬上郡多賀町多賀1328

彦根市平田町678-12

彦根市松原町1435-111

彦根市野瀬町58-2

彦根市南川瀬町1643-1

シャイニング壱番館

令和７年12月30日（火）

12月31日（水）

令和８年１月１日（木）

１月２日（金）

１月３日（土）

休日診療日 診療所名 住所 電話番号

高齢者・障害者虐待を防ぐために

年末年始の救急歯科診療について
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【問合先】　住民人権課　☎38-5063

フードバンクをご存知ですか？

　フードバンクとは、まだ食べられるのに処分される食品を集めて、食べ物の支援を必要として

いる方や施設に届ける社会福祉活動のこと。食品ロスの削減にもつながります。

◇提供可能な食品

　①カン詰め類　②ビン詰め類　③インスタント食品　④レトルト食品　⑤ふりかけ

　⑥乾物類　　　⑦乾麺　　　　⑧贈答品　　　　　　⑨お米（前年度までの分）　⑩飲料　他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆未開封で賞味期限が１か月以上のもの

◇ボックス設置場所　　保健福祉センター玄関

・・・メモ・・・

食品ロスは２つに分けられます＞＞＞「事業系食品ロス」「家庭系食品ロス」

　　 日本の「食品ロス量」約464万トン

（事業系約231万トン・家庭系約233万トン）　≒　国民一人当たり食品ロス量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １日約102グラム　年間約37キログラム

資料：食品ロス量（令和５（2023）年度推計）　総務省人口推計（2023年10月1日）

・・・お願い・・・

　食品ロスを減らすために、賞味期限または消費期限の

近い物を買う。

　外食などの場合は、食べきれる分量を注文して、食べ

残しを出さない。など

　皆さんの行動で一歩一歩環境をよくしていきましょう。

【ゴミを減らすためには】
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【問合先】　住民人権課　☎38-5063

【問合先】　税務課　☎38-5064

【燃やせるごみ】

　年内最終収集は東学区、西学区、ともに12月29日（月）です。

　年始は、東学区１月５日（月）、西学区１月６日（火）にそれぞれ

収集します。ごみカレンダーをご覧ください。

【燃えないごみ】

※ガレキ等の小八木中継基地への直接搬入

　12月26日（金）午前９時から午後４時30分まで（正午から午後１時を除く）。

　（搬入には必ず搬入許可書が必要です。事前に住民人権課の窓口で申請してください。）

　国民健康保険は、平成30年度から滋賀県が責任主体となり財政運営を行っております。町は県に納付金

を納め、納付金に必要な額を国民健康保険税として徴収しています。

　滋賀県では被保険者の負担の公平化及び持続可能な国民健康保険の運営に向け、県内のどこに住んでい

ても、同じ所得・世帯構成であれば同じ保険料（税）となるよう、令和12年度を目標に保険料（税）水準

の統一を目指しています。

　近年、高齢化等に伴い、国民健康保険の被保険者数は減少していますが、一人当たりの保険給付額は

増加しています。甲良町の令和７年度国民健康保険税率は基金の活用により税率の引き上げを抑制してお

り、県内で最も低い水準にあります。

　また、県が示した令和７年度標準保険料率に比べても大幅に低い状況です。

　このことから、県内保険料（税）水準の統一に向けて令和８年度国民健康保険税率について、見直しの

予定をしています。

　安定した国保財政の運営を続けるため、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

納税義務者

　国民健康保険に加入している世帯の世帯主（世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも、納税義務

者は世帯主になります。）

年末年始のごみ収集等について

国民健康保険税の状況と今後の見通し
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広報 こうら 2025 December 12



【問合先】　企画監理課　空家・空地担当　☎38-5061

物件番号 20250901

所在地
用途
区分

賃料・価格等
登記簿面積
権利の種類
引き渡し時期
前面道路の幅員
第三者による占有
土地改良

特記事項
農業委員会への申請書・名義書き換え等手数料が必要です。
農地法３条及び地域の農業組合の規律事項の遵守を願います。

地目（畑）

ー
売買（防草シート敷設中）

売却価格 ８万円
売買・賃貸

月額賃料

甲良町大字下之郷1695番地、1699番地

92.00㎡・90.00㎡　計約182.00㎡　約55.05坪
所有権
任意
接道なし
なし

土地改良済み（農業振興地域）

　当町の空家・空地バンク情報登録制度では物件のある地区に最初に回覧させていただいておりま

すので、広報誌発行時点で売却契約が成立している場合があります。

№

№ ②

1695

№ ③

1695

№ ④

1699

①

1695

№ ⑤

1699

№ ⑥

1699

甲良町空家・空地バンク　新着物件 31
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【問合先】　企画監理課　空家・空地担当　☎38-5061

物件番号 20251001

所在地
用途
区分
価格等

交通等

公共施設等

建物
間取り
土地

設備

付帯設備等
修繕の必要性

特記事項
（自治会要望）

構造 木造瓦葺２階建　1F　90.11㎡　2F　62.09㎡

下水道
風呂

前面道路に本管あり　VU200　引込あり

建築時期

甲良町役場まで
図書館
保育所
小学校
消防署
金融機関

地区公民館まで
病院
中学校
駐在所
コンビニ
スーパー

0.6km
0.4km
0.4km
0.3km
0.9km
0.9km

0.2km
1.3km
0.7km
0.3km
1.9km
0.9km

空家

ー
売買

売却価格 598万円
売買・賃貸

月額賃料

甲良町

近江鉄道（尼子駅）
バス

別紙の通り
306.80㎡　約92.80坪

一部荷物あり・一部未登記あり（現用地確認）　

水道（上水道）前面道路に配管あり　HIVP75　引込あり

2.6km
0.6km

不詳

・自治会への加入をお願いします。加入していただくと、入居される[組]への加入及び組の諸行事（共同奉仕作業等）

に参加していただく等協力をお願いします。入居者は、規約にもとづき区民相互の生活の向上を増進するため自治会

のあらゆる共通の問題を協議し共同解決を行うために取り組み、地域社会の向上発展を図るよう協力をお願いします。

・協議費（自治会費）は入居される家族の状況に応じ[家族人員割・均等割]等年間費用の支払いをお願いします。

・近隣の神社や寺などには、入住される時点で当該関係者から宗教上の話などをお聞きいただき、入居者が可能と

判断される場合には参加をお願いします。また、その場合には年間の宮費や寺費も伴います。

　当町の空家・空地バンク情報登録制度では物件のある地区に最初に回覧させていただいておりま

すので、広報誌発行時点で売却契約が成立している場合があります。

甲良町空家・空地バンク　新着物件 32
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【問合先】　企画監理課　空家・空地担当　☎38-5061

２Ｆ １Ｆ

№

№ ②

和室

№ ③

和室

№ ④

キッチン

①

外観

№ ⑤

風呂

№ ⑥

トイレ
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【問合先】　企画監理課　空家・空地担当　☎38-5061

【問合先】　企画監理課　☎38-5061

■対象家屋

①昭和56年5月31日以前に建築された居宅または共同住宅（旧耐震基準）

②個人名義の居宅または共同住宅

③使用されていない建物で今後も居住する見込みがないもの

④土地及び建築物について所有権以外の権利が設定されていない事

⑤土地及び建築物における一切の権利、権限について疑義が解決済みである事

⑥固定資産税納税通知書に記載されている家屋種類が下記に該当していること

“専用住宅（一般住宅用）、専用住宅（農家用）共同住宅、併用住宅（一般用・農家用）農家住宅等に該当

するか準ずるものと認められるものであること”

■補助対象者

①登記事項証明書に所有者として記載されている方

②①記載の相続人

③該当者が複数いる場合は全員の同意が得られること

④該当者が甲良町民の場合、町税等の滞納がないこと

■補助対象事業

町内に事業所を有する法人または町内に住所を有する個人に発注する工事であること

＊補助金の交付決定前に着手している物件は対象となりません

補助対象者及び補助対象者3親等以内の工事ではない事

■補助金の額の算定　総工事金額（消費税含む）×20％＝補助金額

（“1,000円未満は切り捨て、上限は400,000円”）

空家の除却に対する補助金について
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北川　昊希ちゃん
きたがわ　　　こうき

12月17日生（尼子）
安澤　六花ちゃん
やすざわ　　　りっか

12月９日生（下之郷）
光藤　紬衣ちゃん
みつふじ　　　つむぎ

12月23日生（長寺）

　令和８年２月号「天使のほほえみ」への掲載希望（令和７年２月生のお子さん）の方は、

12月24日（水）の「乳児の10か月健診」時に写真をご持参ください。

　写真の裏にお子さんの名前（ふりがな）、生年月日、住所をご記入ください。



【問合先】　長寺地域総合センター　☎38-3148

【問合先】　道の駅せせらぎの里こうら　☎38－2744

　地域総合センターは、福祉の向上、人権啓発、住民交流の拠点となるコミュニティセンターです。

周辺地域住民との連携を強め、明るく安心で住みよい町づくりをめざしています。

～学習室①②③（センター２階）～長寺あい・Ｉ塾、研修、その他学習の利用など。　

　
長寺あい・Ｉ塾　

　　●月・水曜日　19：00～20：30

　　　　　　　　　　●費用　週１回3,000円　２回6,000円（月額）

～「会議室（センター２階）」について～　長寺あい・Ｉ塾、研修、合宿、その他学習の利用など。

実施事業の

ひとつについて

紹介します！

　道の駅せせらぎの里こうらが事務局をしています「こうらウエルネス

ツーリズム実行委員会」では今年も「おみそ汁フェスタ」を開催します！

　会員事業所のオリジナル具沢山味噌汁をはじめ、「具沢山味噌汁コンテ

スト」に応募があったレシピの中から２レシピによる人気投票を実施し

ます。

　最優秀レシピを決定するのは当日お越しいただいたみなさんです！！！

　その他にも明治安田生命によるベジチェック、JAF滋賀支部がお子さん

向けの安全免許証を発行してくれます。

　当日は甲良町健康推進員さんが健康について啓発活動もされますので、

ぜひお越しください。

12月の定休日は８日（月）です。（営業時間　９：00～17：00）

　試験対策やワークに取り
組んでいます。
　先生にたくさん質問中…
　先生方の丁寧な指導が、
生徒の集中力・学習に繋が
っています！

～長寺地域総合センター「ふれあいの館」の紹介～

塾、センターでの学習に興味のある方、また、会議室等の利用に関してなど

詳細は長寺地域総合センターまでお問い合わせください。

今年も開催︕おみそ汁フェスタのご案内
～駅長より、最新の情報をお知らせします～
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【問合先】 住民人権課 ☎38-5063

【問合先】　温水プール・香良の湯　☎38-5155

温水プール・香良の湯カレンダー
利用案内　http://www.tac-sports.co.jp/koura-pool/　＊営業日・営業時間等詳しくは、問合せ先までご連絡ください
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１月 お風呂・プール

※12月29日（月）～１月３日（土）は年末年始休館
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16

23
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12月 お風呂・プール

※12月27日（土）の教室は休講
※12月29日（月）～１月３日（土）は年末年始休館

　いじめ、家庭内・隣近所の
トラブル、その他人権に関わる
ことでお悩みの方は、お気軽に
ご相談ください。
※相談は無料で秘密は固く守ら

れます。
　予約は不要です。

令和７年12月８日（月）・

令和８年 １ 月５日（月）　

13：30～15：30

保健福祉センター１階　相談室

人権なんでも
相談日

【営業時間のご案内】

・温水プール

　受付時間　12：45～20：30

　　　　　　（日曜日は19：30まで）

　遊泳時間　13：00～21：00

　　　　　　（日曜日は20：00まで）

・香良の湯

　受付時間　12：45～20：00

　入浴時間　13：00～

　　　　　　（閉場時間20：30）　

《水泳教室受講手続き》
空き状況をお問い合わせいただき、教室受講料と
印鑑をご持参の上、温水プール受付まで。

【年末年始休館日のお知らせ】

12月29日（月）～１月３日（土）は施設休館となります。

※令和８年の営業は１月４日（日）13時～

〇今月の甲良町温水プール・香良の湯イベント

◇12月１日（月） 露天風呂でゆず湯  開催＆柚子プレゼント！

当日は、露天風呂にゆずを浮かべます。

冬至にゆず湯に入ると１年中風邪をひかないといういわれがあります。

※効果には個人差がありますので、体調の悪い方などはご遠慮ください。

当日施設ご利用の方でご希望の方には柚子をお土産でプレゼント！（プール/香良の湯）

◇12月19日（金）～25日（木）はクリスマスウィーク！

期間中に施設（プール・香良の湯）をご利用の中学生以下のお子様へ、お菓子をプレゼント！

【12月のポイント２倍デイ】

　12月は１日、12日、24日、28日（最終営業日）（プール/香良の湯共通）

〇甲良町温水プールでは一緒に施設で働いてくれる仲間を募集しています！

・職　　種：受付、プール監視員、水泳指導補助　　※指導補助は＋手当有（300～600円）

・募集人数：２～３名

・時　　給：1,080円～

・対　　象：18歳以上（高校生不可）

・時　　間：13：00～21：30　１日３Ｈ以上　週２回～　日数・時間等は応相談。

☆フリーター、主婦、学生、大歓迎（Ｗワーク可）！研修があるので未経験者でも大丈夫！☆

☆就職の決まっている方など、春までの短期勤務も歓迎です！

・興味のある方は、お気軽にお電話ください。TEL：38-5155　13：00～21：00（火曜以外）
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【問合先】　クリーンライフ湖東　☎35-5205

日（曜日） 午前/集落 午後/集落

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

呉竹①

小川原①

小川原①

―

尼子①

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

正楽寺①・法養寺①②

―

長寺①・下之郷①

―

定　　休　　日

定　　休　　日

北落①②③・在士①

金屋①②③・横関①

長寺②

―

小川原②③・呉竹③

定　　休　　日

定　　休　　日

―

池寺①②③

―

長寺②③

―

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

呉竹①

小川原①

不　　定　　期

―

尼子①

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

正楽寺①・法養寺①②

―

長寺①・下之郷①

―

定　　休　　日

定　　休　　日

不　　定　　期

金屋①②③・横関①

長寺②

―

小川原②③・呉竹③

定　　休　　日

定　　休　　日

―

池寺①②③

―

不　　定　　期

―

定　　休　　日

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１１日

１２日

１３日

１４日

１５日

１６日

１７日

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

３１日

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

※「―」の日時は、他町の集落の収集日となっています。

※不定期でお申込みの方は、原則として不定期日での収集となります。

※集落名の後にある○印の数字は、お申込みいただいた収集回数を表しています。

　①は１か月に１回、②は２か月に１回、③は３か月に１回でのお申込みを表し、「呉竹①」とある場合は

１か月に１回で申込みいただいた呉竹のお宅を収集させていただきます。

　なお、収集予定のない集落等については、翌月以降の収集となります。

※１月に２回でお申込みの場合は、原則１回目を同集落の月１回と同じ日に、２回目を１回目の15日後（２～

３日は前後します）に収集させていただきます。

※集落とは、住所地名をさしていますので、該当する収集日に依頼してください。

甲良町　し尿収集カレンダー【令和８年１月】
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「広報こうら」・「ホームページ」への有料広告募集中「広報こうら」・「ホームページ」への有料広告募集中

【問合先】　保健福祉課　☎38-3314

12月後半分（会場：保健福祉センター）

健診・教室等には、体温測定のうえご来場ください。
発熱、だるさ、咳などの症状のある方は参加を控えていただきますよう、感染防止対策にご協力をお願いします。

広報こうら11月号健康カレンダーの11月後半分に記載の献血の日程が誤っておりました。
正しくは12月９日（火）です。訂正しお詫び申し上げます。

健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう！

15歳以上
　 ～65歳未満総人口 ０～15歳未満 65歳以上

332

265

597

1,763

1,699

3,462

977

1,291

2,268

世帯数

男

女

合　計

3,072

3,255

6,327

2,695

＜ ７ ＞

＜ １ ＞

＜ ８ ＞

＜ ６ ＞

Ⓑ Ⓐ

Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率　
高齢化率とは65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合。

ひとのうごき
＜  ＞内は前月との比較

Ｒ７.11.１現在

35.85%

１月前半分（会場：保健福祉センター）

9：30～10：00

13:00～13:20

13:00～13:20

13:20～13:30

9：30～11:00

16日(火)

24日(水)

24日(水)

24日(水)

25日(木)

中期離乳食教室

乳児健診４か月

乳児健診10か月

１歳６か月健診

こころの健康相談

令和７年４月、５月生まれの児
前回受けられていない児

令和７年８月生まれの児
前回受けられていない児

令和７年２月生まれの児
前回受けられていない児

令和６年４月、５月生まれの児
前回受けられていない児

こころの健康状態に不安をお持ちの方。
保健師が対応いたします。(予約制)

母子健康手帳・質問票

特になし

母子健康手帳・質問票
 写真(広報への掲載希望者)

母子健康手帳・質問票
すこやか親子アンケート

特になし

母子健康手帳・質問票
すこやか親子アンケート

歯ブラシ、コップ

13：30～15：009日(金)こころの健康相談
こころの健康状態に不安をお持ちの方。
保健師が対応いたします。(予約制)

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物対　象　の　方　（児）

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物対　象　の　方　（児）

　本町では財源の確保を図るため、「広報こうら」・「ホーム

ページ」に掲載する有料広告を随時募集しております。

　あなたのお店や会社の情報を、広報誌やホームページに

掲載してみませんか？

　詳細はホームページにてご確認いただくか、企画監理課

（☎38-5061）までお気軽にお問い合わせください。

広報こうらは再生紙を使用しています。
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2025年（令和７年）12月号
通巻第564号

TEL.0749ｰ38ｰ5061
FAX.0749ｰ38ｰ5072

E-mail：kikaku@town.koura.lg.jp
HP ： http://www.kouratown.jp/

発行／甲良町企画監理課
〒522-0244
滋賀県犬上郡甲良町大字在士353番地１
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